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◆4月１０日（木） 10：00～１１：３０ 

場 所：参画センター学習研修室 3 

参加費：無料    

託 児：あり、無料（1週間前までに要予約） 

 

◆4月２７日（日) 13：30～15：00 

場 所：参画センター学習研修室 3  

参加費：無料     

託 児：あり、無料（1週間前までに要予約） 

 

ト ピ ッ ク ス 
 

 

 

 

◆4月１９日（土) 13：30～15：00 

場 所：参画センター相談室 

参加費：無料     
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場所：学習研修室 3  参加人数：９人 

講師：中村香菜子さん 

（一般社団法人ぬくぬくママ SUN‘S代表） 

（参加者の感想）「あらゆる環境に置かれている方と話すこ

ともできて良かった。違いは魅力だと改めて感じる事がで 

きた」「多様な考え方をもっと知る 

べきだと思った。沢山の経験や考 

え方を知って、他人を許せる人に 

なりたいと思った」「不登校や障 

害者も楽しめる社会にしたい」等 

 

（資料：内閣府 男女共同参画局 「共同参画 3・4月号」） 

 
 

 

 

 

場所：学習研修室 3  参加者：２７人     

場所：学習研修室 1・2・3  参加者：２７人 

講師： 岩崎正朔さん（かがわ自主ぼう連絡協議会会長）  

 南海トラフ地震の構造調査によるプレートの特徴を知り、

家庭での住居対策、身の回りの整備生活用水の確保、防

災スキルの維持向上等を学んだ。 

（参加者の感想）「基本的な事項 

から具体的に役立つ情報を提供 

頂き大変有意義でした」「自宅で 

の災害物品を見直したいと思う」等 

 

 

「若年層の性暴力被害予防の啓発について」         

 

 

 

「ご自愛ケアにヨーガ」 

◆５月２９日（木）10：00～11：３０ 

講 師： 萩原 涼さん（日本ヨーガ道友協会会長） 

参加費：無料    

託 児：あり、無料 1週間前までに要予約 

 

 

 

場所：学習研修室１・２・３  参加者：40人     

講師： 高橋玉美さん（徳島県三好市市議会議員） 

（参加者の感想）「声を上げることの大切さを改めて感じ

た。声を上げても届かないことに心が折れそうになる日々 

だったので、自分の思いをしっかり 

出すことが次に繋がっていくのだと 

講演を聞いて思った」「地道な活動 

が地方議会では大事だと思った」 

「多くの示唆があり有益だった」等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■毎年４月は「若年層の性暴力被害予防月間」 

 性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されるも

のではありません。政府は、進学・就職など新生活が始まる時

期である４月を「若年層の性暴力被害予防月間」として、若年

層が性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないための広

報・啓発を集中的に実施しています。 

 月間中は、SNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用

し、「同意のない性的な行為は性暴力」「被害者は悪くない」と

いう認識を社会全体に広げていきます。また、身近な人から相

談されたときの対応や、相談窓口を周知し、被害にあった方が

ためらわずに相談できるよう、啓発を強化していきます。 

■性的な行為 あなたの同意がないならそれは性暴力 

 あなたのこころとからだは、あなた自身のものです。いつ、どこ

で、だれと、どのような性的な関係を持つかは、あなたが決める

ことです。あなたの同意のない性的な行為は「性暴力」です。

相手と対等な関係でなかったり、嫌だと言えない状況であった

りしたなら、本当の同意があったことにはなりません。また、一つ

の行為に同意をしたとしても、他の行為に同意したことにはな

りません。同意のない性的な行為は、犯罪となる場合もありま

す。性犯罪についての法律や、性的な行為に対して、お互いの

気持ちをしっかり確認する「性的同意」についてもっと知りたい

方は右上をご覧ください。 

 

  

 

「瀬戸内国際芸術祭に行こう！（本島）」 

◆５月１５日（木）８：００～15:30（予定） 

参加費：交通費、入館料、昼食代実費 

定 員：１５人程 

性犯罪についての 

法律をもっと知り 

たい方はこちら➡ 

 

■二次被害をなくそう 

 周囲からの思い込みや偏見などによる言動によって、被害を

受けた方がさらに傷つけられてしまうことを「二次被害」といい

ます。この二次被害によって、被害者は無力感や罪悪感、自責

感を強めてしまうことがあります。何気なくかけた一言が、被害

にあわれた方をさらに傷つけることがないよう、どのような発言

が二次被害にあたるかを知り、二次被害のない社会をつくっ

ていきましょう。 

 

 

「第 2回 人生会議」 

◆５月１５日（木）１０：３０～１２：００ 

講 師：センター職員   参加費：無料   

託 児：あり、無料、1週間前までに要予約 

 

 

 

調査期間令和 6年 10月 1日～11月 30日●アンケート回収数：３０９人（アンケートにご協力ありがとうございました。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●参画センターに関する情報は何から 
得ていますか？(複数回答可) 

●どのような目的参画センターを 
利用されていますか？（複数回答可） 

●主にどの部屋を利用していますか？  (複数回答可） ●参画センタ-を利用してどう思いますか？ 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

動画は政府広

報オンラインに

て公開中➡ 

 

 

 

 

 

場所：学習研修室 3  参加者：１５人     

講師： 特定非営利活動法人シニアネットかがわ 

 ＱＲコードで友だち追加、友だちを LINEに招待、グループ

を作成、アルバムを作成するなど LINEが使えるように 

いろいろなことを教えてもらいました。 

（参加者の感想） 

「問題点が解決しました」 

「新しい事項がよくわかりました」 

「まだまだわかっていなくて中途 

半端なので、もっと知りたいです」 

「 

 

 

 

 

 

 


